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(57)【要約】
【課題】　特定部位の領域を考慮して治療ビームを正確
に照射することができ、また、好ましくは、特定部位の
視認性が低い場合であっても、特定部位の確認を容易に
実行することが可能なＸ線透視装置を提供する。
【解決手段】　この制御部３０は、ＤＲＲ画像作成部３
１と、Ｘ線透視画像作成部３２と、テンプレート領域選
択部３３と、テンプレート作成部３４と、位置検出部３
５と、照射領域投影部３６と、特定部位投影部３７と、
重畳部３８と、画像表示部３９と、ゲーティング部４０
と、画像のデータを含む各種のデータを記憶するための
記憶部４１とを備える。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線管と、前記Ｘ線管から照射され被検者を通過したＸ線を検出するＸ線検出器とを備
え、前記被検者の特定部位を含むＸ線透視画像を収集して前記特定部位の位置を検出し、
前記特定部位の動きを追跡することにより、放射線照射装置に対して治療ビームの照射信
号を送信するＸ線透視装置であって、
　治療計画時に作成された前記被検者のＣＴ画像データ上において登録された前記治療ビ
ームの照射領域に基づいて、前記ＣＴ画像データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検出器と
の幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、前記治療ビームの照射
領域を表す投影領域を作成する照射領域投影部と、
　治療計画時に作成された前記被検者のＣＴ画像データ上において登録された前記特定部
位の領域に基づいて、前記ＣＴ画像データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検出器との幾何
学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、前記特定部位の領域を表す投
影領域を作成する特定部位投影部と、
　前記Ｘ線透視画像に対して、前記治療ビームの照射領域を表す投影領域を重畳するとと
もに、前記Ｘ線透視画像に対して、前記特定部位の領域を表す投影領域を前記Ｘ線透視画
像に基づいて検出した前記特定部位の位置に重畳する重畳部と、
　前記重畳部により前記Ｘ線透視画像に重畳された前記前記特定部位の領域を表す投影領
域が、前記重畳部により前記Ｘ線透視画像に重畳された前記治療ビームの照射領域を表す
投影領域内に配置されたときに、放射線照射装置に対して前記治療ビームの照射信号を送
信するゲーティング部と、
　を備えたことを特徴とするＸ線透視装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のＸ線透視装置において、
　前記重畳部により前記Ｘ線透視画像に対して重畳された前記治療ビームの照射領域を表
す投影領域と、前記重畳部により前記Ｘ線透視画像に対して重畳された前記特定部位の領
域を表す投影領域とを、前記Ｘ線透視画像とともに表示部に表示する画像表示部を備える
Ｘ線透視装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のＸ線透視装置において、
　前記Ｘ線透視画像から前記特定部位を含む領域を選択するテンプレート領域選択部と、
　前記テンプレート領域選択部により選択された前記特定部位を含む領域から、前記特定
部位を示すテンプレートを作成するテンプレート作成部と、
　前記Ｘ線透視画像と前記テンプレート作成部で作成されたテンプレートとを使用してテ
ンプレートマッチングを行うことにより、前記Ｘ線透視画像における前記特定部位の位置
を検出する位置検出部と、
　を備えるＸ線透視装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のＸ線透視装置において、
　前記テンプレート領域選択部は、前記ＣＴ画像データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検
出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより作成されたＤＲＲ
画像、または、前記被検者を予めＸ線透視して得たＸ線透視画像を使用して学習させた機
械学習により、前記Ｘ線透視画像から前記特定部位を含む領域を選択するＸ線透視装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のＸ線透視装置において、
　前記機械学習は、サポートベクターマシン、決定木、ブースティングまたはニューラル
ネットワークであるＸ線透視装置。
【請求項６】
　請求項３に記載のＸ線透視装置において
　治療計画時に作成された前記被検者のＣＴ画像データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検
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出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、前記特定部位を
含むＤＲＲ画像を作成するＤＲＲ画像作成部と、
　前記テンプレート領域選択部により選択された前記特定部位を含む画像と、前記ＤＲＲ
画像作成部により作成されたＤＲＲ画像に対して前記特定部位投影部において作成された
前記特定部位の領域を表す投影領域を重畳した画像とを、表示部に表示する画像表示部と
、
　を備えるＸ線透視装置。
【請求項７】
　請求項１に記載のＸ線透視装置において、
　治療計画時に作成された前記被検者のＣＴ画像データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検
出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、前記特定部位を
含むＤＲＲ画像を作成するＤＲＲ画像作成部と、
　前記Ｘ線透視画像と、前記ＤＲＲ画像作成部により作成されたＤＲＲ画像に対して前記
特定部位投影部において作成された前記特定部位の領域を表す投影領域を重畳した画像と
を、表示部に表示する画像表示部と、
　を備えるＸ線透視装置。
【請求項８】
　請求項６または請求項７に記載のＸ線透視装置において、
　前記ＣＴ画像データは、前記被検者の連続する複数の呼吸位相における前記特定部位を
含む領域の３次元のＣＴ画像データ群からなる４次元ＣＴ画像データであり、
　前記ＤＲＲ画像作成部は、前記Ｘ線透視画像に対応づけられた位相のＣＴ画像データに
基づいて前記特定部位を含むＤＲＲ画像を作成するＸ線透視装置。
【請求項９】
　請求項１に記載のＸ線透視装置において、
　前記ＣＴ画像データは、前記被検者の連続する複数の呼吸位相における前記特定部位を
含む領域の３次元のＣＴ画像データ群からなる４次元ＣＴ画像データであり、
　前記特定部位投影部は、前記Ｘ線透視画像に対応づけられた位相のＣＴ画像データに基
づいて前記特定部位の領域を表す投影領域を作成するＸ線透視装置。
【請求項１０】
　Ｘ線管と、前記Ｘ線管から照射され被検者を通過したＸ線を検出するＸ線検出器とを備
え、前記被検者の特定部位を含むＸ線透視画像を収集して前記特定部位の位置を検出し、
前記特定部位の動きを追跡することにより、放射線照射装置に対して治療ビームの照射信
号を送信するＸ線透視装置であって、
　治療計画時に作成された前記被検者のＣＴ画像データ上において登録された前記特定部
位の領域に基づいて、前記ＣＴ画像データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検出器との幾何
学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、前記特定部位の領域を表す投
影領域を作成する特定部位投影部と、
　治療計画時に作成された前記被検者のＣＴ画像データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検
出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、前記特定部位を
含むＤＲＲ画像を作成するＤＲＲ画像作成部と、
　前記Ｘ線透視画像から前記特定部位を含む領域を選択するテンプレート領域選択部と、
　前記テンプレート領域選択部により選択された前記Ｘ線透視画像における前記特定部位
を含む領域の画像と、前記ＤＲＲ画像作成部により作成されたＤＲＲ画像に対して前記特
定部位投影部において作成された前記特定部位の領域を表す投影領域を重畳した画像とを
、表示部に表示する画像表示部と、
　前記テンプレート領域選択部により選択された前記特定部位を含む領域から、前記特定
部位を示すテンプレートを作成するテンプレート作成部と、
　前記Ｘ線透視画像と前記テンプレート作成部で作成されたテンプレートとを使用してテ
ンプレートマッチングを行うことにより、前記Ｘ線透視画像における前記特定部位の位置
を検出する位置検出部と、
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　を備えたことを特徴とするＸ線透視装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のＸ線透視装置において、
　前記テンプレート領域選択部は、前記ＣＴ画像データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検
出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより作成されたＤＲＲ
画像、または、前記被検者を予めＸ線透視して得たＸ線透視画像を使用して学習させた機
械学習により、前記Ｘ線透視画像から前記特定部位を含む領域を選択するＸ線透視装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のＸ線透視装置において、
　前記機械学習は、サポートベクターマシン、決定木、ブースティングまたはニューラル
ネットワークであるＸ線透視装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、Ｘ線管から照射され被検者を通過したＸ線をＸ線検出器により検出して被
検者の特定部位を含む画像を取得し、この被検者の特定部位を含む画像から特定部位の位
置を検出し、特定部位の動きを追跡するＸ線透視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　腫瘍などの患部に対してＸ線や陽子線等の放射線を治療ビームとして照射する放射線治
療においては、放射線を患部に正確に照射する必要がある。しかしながら、被検者が体を
動かしてしまう場合があるばかりではなく、患部自体に動きが生ずる場合がある。例えば
、肺の近くの腫瘍は呼吸に基づき大きく移動する。このため、腫瘍の近傍に球形状を有す
る金製のマーカを留置し、このマーカの位置をＸ線透視装置により検出して、治療ビーム
の照射のタイミングを制御する構成を有するマーカトラッキング方式の放射線照射装置が
提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　このような放射線照射装置においては、第１Ｘ線管と第１Ｘ線検出器から成る第１Ｘ線
透視機構と、第２Ｘ線管と第２Ｘ線検出器から成る第２Ｘ線透視機構とを使用して体内に
留置されたマーカを撮影し、第１Ｘ線透視機構による二次元の透視画像と第２Ｘ線透視機
構による二次元の透視画像を利用して三次元の位置情報を得る。そして、連続してＸ線透
視を行い、リアルタイムでマーカの三次元の位置情報を演算することで、移動を伴う部位
のマーカを高精度で検出する。そして、検出されたマーカの位置情報に基づいて治療ビー
ムの照射タイミングを制御することで、腫瘍の動きに応じた高精度の放射線照射を実行す
ることが可能となる。このマーカの位置情報を得るときには、テンプレートを利用したテ
ンプレートマッチングが実行される。
【０００４】
　ところで、上述したようにマーカを利用して腫瘍の動きを検出するためには、被検者の
体内に、予めマーカを留置する必要がある。一方、近年、患者の腫瘍の領域などの特定部
位をマーカのかわりに使用することで、マーカの留置を省略するマーカレストラッキング
と呼称される方法も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３０５３３８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したマーカトラッキング方式を採用した場合においては、点状のマーカを追跡する
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のに対して、マーカレストラッキングを採用した場合においては、所定の大きさを持った
特定部位そのものを追跡する。しかし、従来の追跡方法では、例えば、特定部位の中心等
の、特定部位におけるいずれか一点の位置を算出する構成となっており、特定部位の領域
を直接的に考慮したものではなかった。これに対して、治療ビームを照射する領域は、一
定の大きさを持った領域として登録されており、特定部位についても、その領域を考慮す
ることが望まれていた。
【０００７】
　また、テンプレートマッチングを利用したマーカトラッキングにおいては、視認性の高
いマーカ部分を選択してテンプレートを作成する。これに対し、マーカレストラッキング
においては、特定部位の位置を選択してテンプレートを作成する。ここで、透視画像中に
おける特定部位は視認性が低い場合が多く、特に、特定部位の境界部分はほとんど視認で
きない場合が多い。このような場合、特定部位の正確な位置を選択することが困難となり
、特定部位の領域からずれた位置を選択してテンプレートが作成されしまう場合がある。
このような場合には、テンプレートマッチングの精度が低下するという問題が生ずる。
【０００８】
　また、特定部位領域の選択は、ユーザーがＸ線透視画像を見ながら、手動でその位置を
指定していたが、正確なテンプレートマッチングを実行するためには、多数のテンプレー
トを作成する必要があることから、テンプレートの作成に時間を要していた。このため、
その間、検診台に固定されたまま待たされる患者に苦痛を与えるだけでなく、治療のスル
ープットも低下するという問題が生ずる。
【０００９】
　さらに、特定部位の追跡に、テンプレートマッチングではなく、機械学習等の他の追跡
方法を使用する場合においても、オペレータが特定部位の追跡を治療直前に確認し、ある
いは、治療中に監視するときに、特定部位の視認性が低いことから、特定部位を正しく追
跡できているか否かを認識することが困難であるという問題も生ずる。
【００１０】
　この発明は上記課題を解決するためになされたものであり、特定部位の領域を考慮して
治療ビームを正確に照射することができ、また、好ましくは、特定部位の視認性が低い場
合であっても、特定部位の確認を容易に実行することが可能なＸ線透視装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の発明は、Ｘ線管と、前記Ｘ線管から照射され被検者を通過したＸ線を検出するＸ
線検出器とを備え、前記被検者の特定部位を含むＸ線透視画像を収集して前記特定部位の
位置を検出し、前記特定部位の動きを追跡することにより、放射線照射装置に対して治療
ビームの照射信号を送信するＸ線透視装置であって、治療計画時に作成された前記被検者
のＣＴ画像データ上において登録された前記治療ビームの照射領域に基づいて、前記ＣＴ
画像データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的
透視投影を行うことにより、前記治療ビームの照射領域を表す投影領域を作成する照射領
域投影部と、治療計画時に作成された前記被検者のＣＴ画像データ上において登録された
前記特定部位の領域に基づいて、前記ＣＴ画像データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検出
器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、前記特定部位の領
域を表す投影領域を作成する特定部位投影部と、前記Ｘ線透視画像に対して、前記治療ビ
ームの照射領域を表す投影領域を重畳するとともに、前記Ｘ線透視画像に対して、前記特
定部位の領域を表す投影領域を前記Ｘ線透視画像に基づいて検出した前記特定部位の位置
に重畳する重畳部と、前記重畳部により前記Ｘ線透視画像に重畳された前記前記特定部位
の領域を表す投影領域が、前記重畳部により前記Ｘ線透視画像に重畳された前記治療ビー
ムの照射領域を表す投影領域内に配置されたときに、放射線照射装置に対して前記治療ビ
ームの照射信号を送信するゲーティング部と、を備えたことを特徴とする。
【００１２】
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　第２の発明は、前記重畳部により前記Ｘ線透視画像に対して重畳された前記治療ビーム
の照射領域を表す投影領域と、前記重畳部により前記Ｘ線透視画像に対して重畳された前
記特定部位の領域を表す投影領域とを、前記Ｘ線透視画像とともに表示部に表示する画像
表示部を備える。
【００１３】
　第３の発明は、前記Ｘ線透視画像から前記特定部位を含む領域を選択するテンプレート
領域選択部と、前記テンプレート領域選択部により選択された前記特定部位を含む領域か
ら、前記特定部位を示すテンプレートを作成するテンプレート作成部と、前記Ｘ線透視画
像と前記テンプレート作成部で作成されたテンプレートとを使用してテンプレートマッチ
ングを行うことにより、前記Ｘ線透視画像における前記特定部位の位置を検出する位置検
出部と、を備える。
【００１４】
　第４の発明は、前記テンプレート領域選択部は、前記ＣＴ画像データに対して前記Ｘ線
管と前記Ｘ線検出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより作
成されたＤＲＲ画像、または、前記被検者を予めＸ線透視して得たＸ線透視画像を使用し
て学習させた機械学習により、前記Ｘ線透視画像から前記特定部位を含む領域を選択する
。
【００１５】
　第５の発明は、前記機械学習は、サポートベクターマシン、決定木、ブースティングま
たはニューラルネットワークである。
【００１６】
　第６の発明は、治療計画時に作成された前記被検者のＣＴ画像データに対して前記Ｘ線
管と前記Ｘ線検出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、
前記特定部位を含むＤＲＲ画像を作成するＤＲＲ画像作成部と、前記テンプレート領域選
択部により選択された前記特定部位を含む画像と、前記ＤＲＲ画像作成部により作成され
たＤＲＲ画像に対して前記特定部位投影部において作成された前記特定部位の領域を表す
投影領域を重畳した画像とを、表示部に表示する画像表示部と、を備える。
【００１７】
　第７の発明は、治療計画時に作成された前記被検者のＣＴ画像データに対して前記Ｘ線
管と前記Ｘ線検出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、
前記特定部位を含むＤＲＲ画像を作成するＤＲＲ画像作成部と、前記Ｘ線透視画像と、前
記ＤＲＲ画像作成部により作成されたＤＲＲ画像に対して前記特定部位投影部において作
成された前記特定部位の領域を表す投影領域を重畳した画像とを、表示部に表示する画像
表示部と、を備える。
【００１８】
　第８の発明は、前記ＣＴ画像データは、前記被検者の連続する複数の呼吸位相における
前記特定部位を含む領域の３次元のＣＴ画像データ群からなる４次元ＣＴ画像データであ
り、前記ＤＲＲ画像作成部は、前記Ｘ線透視画像に対応づけられた位相のＣＴ画像データ
に基づいて前記特定部位を含むＤＲＲ画像を作成する。
【００１９】
　第９の発明は、前記ＣＴ画像データは、前記被検者の連続する複数の呼吸位相における
前記特定部位を含む領域の３次元のＣＴ画像データ群からなる４次元ＣＴ画像データであ
り、前記特定部位投影部は、前記Ｘ線透視画像に対応づけられた位相のＣＴ画像データに
基づいて前記特定部位の領域を表す投影領域を作成する。
【００２０】
　第１０の発明は、Ｘ線管と、前記Ｘ線管から照射され被検者を通過したＸ線を検出する
Ｘ線検出器とを備え、前記被検者の特定部位を含むＸ線透視画像を収集して前記特定部位
の位置を検出し、前記特定部位の動きを追跡することにより、放射線照射装置に対して治
療ビームの照射信号を送信するＸ線透視装置であって、治療計画時に作成された前記被検
者のＣＴ画像データ上において登録された前記特定部位の領域に基づいて、前記ＣＴ画像
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データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視
投影を行うことにより、前記特定部位の領域を表す投影領域を作成する特定部位投影部と
、治療計画時に作成された前記被検者のＣＴ画像データに対して前記Ｘ線管と前記Ｘ線検
出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、前記特定部位を
含むＤＲＲ画像を作成するＤＲＲ画像作成部と、前記Ｘ線透視画像から前記特定部位を含
む領域を選択するテンプレート領域選択部と、前記テンプレート領域選択部により選択さ
れた前記Ｘ線透視画像における前記特定部位を含む領域の画像と、前記ＤＲＲ画像作成部
により作成されたＤＲＲ画像に対して前記特定部位投影部において作成された前記特定部
位の領域を表す投影領域を重畳した画像とを、表示部に表示する画像表示部と、前記テン
プレート領域選択部により選択された前記特定部位を含む領域から、前記特定部位を示す
テンプレートを作成するテンプレート作成部と、前記Ｘ線透視画像と前記テンプレート作
成部で作成されたテンプレートとを使用してテンプレートマッチングを行うことにより、
前記Ｘ線透視画像における前記特定部位の位置を検出する位置検出部と、を備えたことを
特徴とする。
【００２１】
　第１１の発明は、前記テンプレート領域選択部は、前記ＣＴ画像データに対して前記Ｘ
線管と前記Ｘ線検出器との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより
作成されたＤＲＲ画像、または、前記被検者を予めＸ線透視して得たＸ線透視画像を使用
して学習させた機械学習により、前記Ｘ線透視画像から前記特定部位を含む領域を選択す
る。
【００２２】
　第１２の発明は、前記機械学習は、サポートベクターマシン、決定木、ブースティング
またはニューラルネットワークであるＸ線透視装置。
【発明の効果】
【００２３】
　第１の発明によれば、Ｘ線透視画像に対して、治療ビームの照射領域を表す投影領域を
重畳するとともに、特定部位の領域を表す投影領域をＸ線透視画像に基づいて検出した特
定部位の位置に重畳することから、特定部位の領域を考慮して治療ビームを正確に照射す
ることが可能となる。
【００２４】
　第２の発明によれば、治療ビームの照射領域を表す投影領域と特定部位の領域を表す投
影領域とをＸ線透視画像とともに表示部に表示することにより、特定部位の視認性が低い
場合においても、特定部位の確認を容易に実行することが可能となる。
【００２５】
　第３の発明によれば、テンプレートマッチングを利用して検出した特定部位の位置に特
定部位の領域を表す投影領域を重畳することが可能となる。
【００２６】
　第４および第５の発明によれば、機械学習を利用して特定部位を含む領域を選択するこ
とができるので、テンプレートの作成時間を短縮することが可能となる。
【００２７】
　第６の発明によれば、特定部位を含む画像とＤＲＲ画像に特定部位の領域を表す投影領
域を重畳した画像とを表示することから、特定部位の視認性が低い場合においても、テン
プレートの作成時に両画像を比較することで、テンプレートの位置が適切であるか否かを
確認することが可能となる。
【００２８】
　第７の発明によれば、Ｘ線透視画像とＤＲＲ画像に特定部位の領域を表す投影領域を重
畳した画像とを表示することから、特定部位の視認性が低い場合においても、動体追跡時
に両画像を比較することで、動体追跡が正しく実行されているか否かを確認することが可
能となる。
【００２９】
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　第８の発明によれば、４次元ＣＴデータを使用することにより、被検者の呼吸位相に対
応したＤＲＲ画像を作成することが可能となる。
【００３０】
　第９の発明によれば、４次元ＣＴデータを使用することにより、被検者の呼吸位相に対
応した投影領域を作成することが可能となる。
【００３１】
　第１０の発明によれば、テンプレートの作成時に、Ｘ線透視画像における特定部位を含
む領域の画像とＤＲＲ画像に特定部位の領域を表す投影領域を重畳した画像とを表示する
ことから、特定部位の視認性が低い場合においても、選択された特定部位を含む領域が正
確であるか否かを確認することが可能となる。
【００３２】
　第１１および第１２の発明によれば、機械学習を利用して特定部位を含む領域を選択す
ることができるので、テンプレートの作成時間を短縮することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】この発明に係るＸ線透視装置を、放射線照射装置９０とともに示す斜視図である
。
【図２】この発明に係るＸ線透視装置の主要な制御系を示すブロック図である。
【図３】この発明に係るＸ線透視装置を利用した動体追跡動作および治療ビームの照射動
作を示すフローチャートである。
【図４】テンプレート領域設定工程を示す説明図である。
【図５】Ｘ線透視画像の模式図である。
【図６】ＤＲＲ画像の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は、この発明に係るＸ線
透視装置を、放射線照射装置９０とともに示す斜視図である。これらのＸ線透視装置と放
射線照射装置９０とにより、放射線照射装置が構成される。
【００３５】
　放射線照射装置９０は、カウチとも呼称される検診台２９上の被検者に対して放射線照
射を行うものであり、治療室の床面に設置された基台９１に対して揺動可能に設置された
ガントリー９２と、このガントリー９２に配設された治療ビームを出射するヘッド９３と
を備える。この放射線照射装置９０によれば、ガントリー９２が基台９１に対して揺動す
ることにより、ヘッド９３から照射される治療ビームの照射方向を変更することができる
。このため、被検者における腫瘍等の患部に対して様々な方向から治療ビームを照射する
ことが可能となる。
【００３６】
　この放射線照射装置９０とともに使用されるＸ線透視装置は、被検者の患部の位置を特
定する動体追跡を行うためのＸ線透視を実行するものである。すなわち、上述した放射線
照射装置９０を使用した放射線治療時においては、放射線を被検者の体動に伴って移動す
る患部に正確に照射する必要がある。このため、被検者における腫瘍等の特定の形状を有
する部位を特定部位として予め登録し、この特定部位を連続的にＸ線透視して、特定部位
の三次元の位置情報を演算することで、特定部位を高精度で検出する、所謂、動体追跡を
行う構成となっている。このように、従来の被検者における患部付近にマーカを留置する
代わりに、被検者における腫瘍等の特定部位の画像をマーカとして使用する動体追跡の手
法は、マーカレストラッキングと呼称されている。
【００３７】
　このＸ線透視装置は、第１Ｘ線管１１ａおよび第２Ｘ線管１１ｂと、第１フラットパネ
ルディテクタ２１ａおよび第２フラットパネルディテクタ２１ｂとを備える。第１Ｘ線管
１１ａから照射されたＸ線は、検診台２９上の被検者を透過した後、第１フラットパネル
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ディテクタ２１ａにより検出される。第１Ｘ線管１１ａと第１フラットパネルディテクタ
２１ａとは、第１Ｘ線撮影系を構成する。第２Ｘ線管１１ｂから照射されたＸ線は、検診
台２９上の被検者を透過した後、第２フラットパネルディテクタ２１ｂにより検出される
。第２Ｘ線管１１ｂと第２フラットパネルディテクタ２１ｂとは、第２Ｘ線撮影系を構成
する。
【００３８】
　図２は、この発明に係るＸ線透視装置の主要な制御系を示すブロック図である。
【００３９】
　このＸ線透視装置は、論理演算を実行するプロセッサーとしてのＣＰＵ、装置の制御に
必要な動作プログラムが格納されたＲＯＭ、制御時にデータ等が一時的にストアされるＲ
ＡＭ等を備え、装置全体を制御する制御部３０を備える。この制御部３０は、上述した第
１Ｘ線管１１ａ、第２Ｘ線管１１ｂと、第１フラットパネルディテクタ２１ａ、第２フラ
ットパネルディテクタ２１ｂとに接続されている。また、この制御部３０は、液晶表示パ
ネル等から構成される表示部４２と接続されている。
【００４０】
　この制御部３０は、機能的構成として、ＤＲＲ画像作成部３１と、Ｘ線透視画像作成部
３２と、テンプレート領域選択部３３と、テンプレート作成部３４と、位置検出部３５と
、照射領域投影部３６と、特定部位投影部３７と、重畳部３８と、画像表示部３９と、ゲ
ーティング部４０と、画像のデータを含む各種のデータを記憶するための記憶部４１とを
備える。
【００４１】
　ＤＲＲ画像作成部３１は、治療計画時に作成された、被検者の連続する複数の呼吸位相
における特定部位を含む領域の３次元のＣＴ画像データ群からなる４次元ＣＴ画像データ
に対して、第１Ｘ線管１１ａと第１フラットパネルディテクタ２１ａとからなる第１Ｘ線
撮影系と、第２Ｘ線管１１ｂと第２フラットパネルディテクタ２１ｂとからなる第２Ｘ線
撮影系との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、特定部位を含
むＤＲＲ画像を作成する。また、Ｘ線透視画像作成部３２は、第１Ｘ線管１１ａと第１フ
ラットパネルディテクタ２１ａとから成る第１Ｘ線撮影系および第２Ｘ線管１１ｂと第２
フラットパネルディテクタ２１ｂとから成る第１Ｘ線撮影系によるＸ線透視により基づい
てＸ線透視画像を作成する。
【００４２】
　テンプレート領域選択部３３は、テンプレートマッチングを実行するためのテンプレー
トの作成時において、Ｘ線透視画像から特定部位を含む領域を選択する。また、テンプレ
ート作成部３４は、テンプレート領域選択部３３により選択された特定部位を含む領域か
ら、特定部位を示すテンプレートを作成する。さらに、位置検出部３５は、テンプレート
作成部３４で作成されたテンプレートとＸ線透視画像とを使用してテンプレートマッチン
グを行うことにより、Ｘ線透視画像における特定部位の位置を検出する。
【００４３】
　照射領域投影部３６は、治療計画時に作成された被検者のＣＴ画像データ上において登
録された治療ビームの照射領域に基づいて、被検者の連続する複数の呼吸位相における特
定部位を含む領域の３次元のＣＴ画像データ群からなる４次元ＣＴ画像データに対して、
第１Ｘ線管１１ａおよび第２Ｘ線管１１ｂと第１フラットパネルディテクタ２１ａおよび
第２フラットパネルディテクタ２１ｂとの幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を
行うことにより、治療ビームの照射領域を表す投影領域を作成する。また、特定部位投影
部３７は、治療計画時に作成された被検者のＣＴ画像データ上において登録された特定部
位の領域に基づいて、被検者の連続する複数の呼吸位相における特定部位を含む領域の３
次元のＣＴ画像データ群からなる４次元ＣＴ画像データに対して、第１Ｘ線管１１ａおよ
び第２Ｘ線管１１ｂと第１フラットパネルディテクタ２１ａおよび第２フラットパネルデ
ィテクタ２１ｂとの幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、特定
部位の領域を表す投影領域を作成する。重畳部３８は、Ｘ線透視画像に対して、治療ビー
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ムの照射領域を表す投影領域を重畳するとともに、Ｘ線透視画像に対して、特定部位の領
域を表す投影領域を、Ｘ線透視画像に基づいて位置検出部３５により検出した特定部位の
位置に重畳する。
【００４４】
　画像表示部３９は、重畳部３８によりＸ線透視画像に対して重畳された治療ビームの照
射領域を表す投影領域と、重畳部３８によりＸ線透視画像に対して重畳された特定部位の
領域を表す投影領域とを、Ｘ線透視画像作成部３２において作成されたＸ線透視画像とと
もに表示部４２に表示する。また、この画像表示部３９は、テンプレート領域選択部３３
により選択された特定部位を含む画像と、ＤＲＲ画像作成部３１により作成されたＤＲＲ
画像に対して特定部位投影部３７において作成された特定部位の領域を表す投影領域を重
畳した画像とを、表示部４２に表示する。さらに、この画像表示部３９は、Ｘ線透視画像
作成部３２により作成されたＸ線透視画像と、ＤＲＲ画像作成部３１により作成されたＤ
ＲＲ画像に対して特定部位投影部３７において作成された特定部位の領域を表す投影領域
を重畳した画像とを、表示部４２に表示する。
【００４５】
　ゲーティング部４０は、重畳部３８によりＸ線透視画像に重畳された特定部位の領域を
表す投影領域が、重畳部３８によりＸ線透視画像に重畳された治療ビームの照射領域を表
す投影領域内に配置されたときに、放射線照射装置９０に対して治療ビームの照射信号を
送信する。
【００４６】
　また、この制御部３０は、上述した放射線照射装置９０と、治療計画装置９９とに接続
されている。なお、制御部３０と治療計画装置９９とは、病院内の被検者管理システムの
院内通信である放射線科情報システム（ＲＩＳ）を介して接続されてもよい。ここで、治
療計画装置９９は、放射線治療を行うに先だって、治療計画を作成するためのものである
。この治療計画装置は、ＣＴ撮影装置により被検者の３次元ＣＴ撮影を連続して複数回行
うことにより得た、被検者の連続する複数の呼吸位相における特定部位を含む領域の３次
元のＣＴ画像データ群からなる４次元ＣＴ画像データを記憶している。そして、この４次
元ＣＴ画像データと被検者のその他のデータとに基づいて、被検者の治療計画が作成され
る。
【００４７】
　次に、この発明に係るＸ線透視装置を利用した動体追跡動作および治療ビームの照射動
作について説明する。図３は、この発明に係るＸ線透視装置を利用した動体追跡動作およ
び治療ビームの照射動作を示すフローチャートである。
【００４８】
　Ｘ線透視を実行するときには、最初に、図２に示すＤＲＲ画像作成部３１により、治療
計画記憶時に作成された４次元ＣＴ画像データに基づいて、特定部位を含む複数のＤＲＲ
画像を作成する（ステップＳ１）。ここで、治療計画時に作成される４次元ＣＴデータと
は、治療計画記憶時において、連続する複数の呼吸位相において、経時的に連続して撮影
される特定部位を含む領域の３次元のＣＴ画像データ群である。このＤＲＲ画像は、治療
計画時に作成された被検者の４次元ＣＴ画像データに対して、第１Ｘ線管１１ａと第１フ
ラットパネルディテクタ２１ａとからなる第１Ｘ線撮影系と、第２Ｘ線管１１ｂと第２フ
ラットパネルディテクタ２１ｂとからなる第２Ｘ線撮影系との幾何学的透視条件を模擬し
た仮想的透視投影を行うことにより作成される。
【００４９】
　このＤＲＲ画像作成工程においては、治療計画時に作成された４次元ＣＴデータのうち
、少なくとも被検者に放射線照射装置９０から治療ビームが照射される呼吸位相を含む複
数の呼吸位相のＣＴ画像データに基づいて、特定部位を含む複数のＤＲＲ画像が作成され
る。これらのＤＲＲ画像は、記憶部４１に記憶される。
【００５０】
　次に、図２に示すＸ線透視画像作成部３２により、テンプレートを作成するためのＸ線
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透視画像を作成する（ステップＳ２）。このときには、第１Ｘ線管１１ａと第１フラット
パネルディテクタ２１ａとからなる第１Ｘ線撮影系と、第２Ｘ線管１１ｂと第２フラット
パネルディテクタ２１ｂとからなる第２Ｘ線撮影系とを利用してＸ線透視を実行すること
により、複数の被検者における腫瘍等の特定部位のＸ線透視画像を取得する。このＸ線透
視画像は、記憶部４１に記憶される。
【００５１】
　次に、図２に示す照射領域投影部３６により、治療ビームの照射領域を表す投影領域を
作成する照射領域投影工程を実行する（ステップＳ３）。すなわち、治療計画時に作成さ
れた４次元ＣＴデータのうち、少なくとも被検者に放射線照射装置９０から治療ビームが
照射される呼吸位相を含む複数の呼吸位相のＣＴ画像データを使用し、これらのＣＴ画像
データ上において登録された治療ビームの照射領域に基づいて、これらのＣＴ画像データ
に対して、第１Ｘ線管１１ａと第１フラットパネルディテクタ２１ａとからなる第１Ｘ線
撮影系と、第２Ｘ線管１１ｂと第２フラットパネルディテクタ２１ｂとからなる第２Ｘ線
撮影系との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、治療ビームの
照射領域を表す投影領域を作成する。この治療ビームの照射領域を表す投影領域は、Ｘ線
透視画像上あるいはＤＲＲ画像上において治療ビームの照射領域を表す領域となる。なお
、治療計画時においては、治療ビームの照射領域は、ＣＴ画像データ上において予め登録
されている。この照射領域投影工程においては、この予め登録された治療ビームの照射領
域が利用される。
【００５２】
　次に、図２に示す特定部位投影部３７により、特定部位の領域を表す投影領域を作成す
る特定部位投影工程を実行する（ステップＳ４）。すなわち、治療計画時に作成された４
次元ＣＴデータのうち、少なくとも被検者に放射線照射装置９０から治療ビームが照射さ
れる呼吸位相を含む複数の呼吸位相のＣＴ画像データを使用し、これらのＣＴ画像データ
上において登録された特定部位の領域に基づいて、これらのＣＴ画像データに対して、第
１Ｘ線管１１ａと第１フラットパネルディテクタ２１ａとからなる第１Ｘ線撮影系と、第
２Ｘ線管１１ｂと第２フラットパネルディテクタ２１ｂとからなる第２Ｘ線撮影系との幾
何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、特定部位の領域を表す投影
領域を作成する。この特定部位の領域を表す投影領域は、Ｘ線透視画像上あるいはＤＲＲ
画像上において特定部位を表す領域となる。なお、治療計画時においては、特定部位の領
域は、ＣＴ画像データ上において予め登録されている。この特定部位投影工程においては
、この予め登録された特定部位の領域が利用される。
【００５３】
　次に、特定部位の位置を検出するためのテンプレートマッチングに使用されるテンプレ
ートを作成するために、識別器作成工程（ステップＳ５）と、テンプレート領域設定工程
（ステップＳ６）と、テンプレート作成工程（ステップＳ７）とを実行する。なお、以下
の実施形態においては、テンプレートマッチングを利用して特定部位の位置を検出してい
るが、機械学習を利用した識別により特定部位の位置を検出するようにしてもよい。また
、テンプレートマッチングと機械学習を併用することにより、特定部位の位置を検出する
ようにしてもよい。
【００５４】
　識別器作成工程（ステップＳ５）においては、ＤＲＲ画像作成部３１により作成された
複数のＤＲＲ画像を使用して、機械学習により特定部位を認識するための識別器を作成す
る。このときには、４次元ＣＴ画像データにおいて、投影座標や角度などのＤＲＲ画像作
成のためのパラメータを変化させて大量の正解画像を作成する。このとき、必要に応じ、
治療計画で登録された４次元ＣＴ画像データにおける特定部位の位置と大きさから、ＤＲ
Ｒ画像上の特定部位の位置と大きさを認識して自動的にトリミングを実行するようにして
もよい。また、正解画像の作成時には、必要に応じ、トリミング後の画像を自動的にわず
かに平行移動、回転、変形、拡大縮小、コントラスト変化、ノイズ付加、エッジ強調した
画像を機械学習のための正解画像としてもよい。トリミングした画像を平行移動、回転、
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変形、拡大縮小した画像も正解画像として使用するのは、腫瘍等の被検者の特定部位が被
検者の体内で４次元ＣＴ画像データに対して再現性のない移動または変形した際にも特定
部位をより確実に追跡できるようにするためである。また、トリミングした画像をコント
ラスト変化、ノイズ付加、エッジ強調した画像も正解画像として使用するのは、ＤＲＲ画
像とＸ線画像の画質の違いを吸収し、特定部位をより確実に検出できるようにするためで
ある。そして、作成後の正解画像と不正解画像とを利用して、識別器を作成する。
【００５５】
　ここで、正解画像とともに使用される不正解画像は、例えば、以下の方法により作成さ
れる。すなわち、不正解画像を作成するときには、ＤＲＲ画像作成部３１により作成され
た特定部位を含むＤＲＲ画像から、特定部位を避けたランダムな位置、すなわち、特定画
像の背景となる位置において、複数回のトリミングを行うことで、不正解画像が作成され
る。また、不正解画像を作成するときには、さらに、特定部位を含まないＤＲＲ画像を使
用して不正解画像が作成される。
【００５６】
　この識別器作成工程で利用される機械学習としては、例えば、畳み込みニューラルネッ
トワーク（ＣＮＮ／Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｎｅｕｒａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に代
表されるＤｅｅｐ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ（深層学習）を利用することができる。この畳み込
みニューラルネットワークは、パターン認識を実行するときに、多くの手法の中でも最も
認識性能の高い学習モデルの一つである。また、認識性能に優れた機械学習として、畳み
込みニューラルネットワークにかえて、決定木、ＳＶＭ（Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｖｅｃｔｏｒ
　Ｍａｃｈｉｎｅ／サポートベクターマシン）や、Ｈａａｒ‐ｌｉｋｅ特徴量などによる
Ｂｏｏｓｔｉｎｇ（ブースティング）を利用してもよい。なお、上述した正解画像および
不正解画像の作成と、識別器の作成とは、図２に示すテンプレート領域選択部３３により
実行される。
【００５７】
　テンプレート領域設定工程（ステップＳ６）においては、腫瘍等の被検者の特定部位Ｃ
を含む領域をテンプレート領域として設定する。図４は、テンプレート領域設定工程を示
す説明図である。なお、この図においては、１００Ｘ、１０１Ｘ、１０２Ｘは、Ｘ線透視
により得られたＸ線透視画像を示し、１００Ｄ、１０１Ｄ、１０２Ｄは、それらのＸ線透
視画像に対応する位相のＤＲＲ画像を示している。
【００５８】
　この図においては、例えば、腫瘍等の被検者の特定部位Ｃを含むＸ線透視画像１００Ｘ
、１０１Ｘ、１０２Ｘを３枚連続で撮影した状態を示している。実際には、これらの画像
は、所定のフレームレートでより多くの枚数が撮影される。そして、図２に示すテンプレ
ート領域選択部３３により、先に作成された識別器を使用して識別を行うことにより、こ
れらのＸ線透視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、１０２Ｘから、特定部位Ｃの位置を検出する。
そして、この特定部位Ｃを含む領域を、図４において破線で示すテンプレート領域として
設定する(ステップＳ６)。
【００５９】
　このＸ線透視と特定部位Ｃの位置の検出を連続して実行することにより、特定部位Ｃを
含む領域が選択される。このとき、図２に示す画像表示部３９により、ＤＲＲ画像作成部
３１により作成された特定部位Ｃを含むＤＲＲ画像に対して、特定部位投影部３７により
作成した特定部位Ｃの領域を表す投影領域を重畳した画像１００Ｄ、１０１Ｄ、１０２Ｄ
も並列して表示される。オペレータは、これらのＸ線透視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、１０
２ＸおよびＤＲＲ画像１００Ｄ、１０１Ｄ、１０２Ｄを見比べて、選択された特定部位Ｃ
の位置が適切であるか判断することが可能となる。特定部位Ｃの位置にずれがあるなど不
適切であった場合は、オペレータがこれを修正するようにしてもよい。
【００６０】
　なお、特定部位Ｃの領域としては、例えば、臨床標的体積ＣＴＶ（Ｃｌｉｎｉｃａｌ　
Ｔａｒｇｅｔ　Ｖｏｌｕｍｅ）等を採用することができる。これらは、治療計画に登録さ
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れており、Ｘ線透視装置の幾何学的透視条件から、ＤＲＲ画像１００Ｄ、１０１Ｄ、１０
２Ｄ上に投影された領域を計算する。この投影された領域の輪郭をＤＲＲ画像１００Ｄ、
１０１Ｄ、１０２Ｄに重畳して表示する。
【００６１】
　また、同様に、図２に示す画像表示部３９により、Ｘ線透視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、
１０２Ｘにおいて選択された特定部位Ｃの位置についても、特定部位投影部３７により作
成された特定部位Ｃの領域を表す投影領域を、Ｘ線透視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、１０２
Ｘに重畳して表示する。
【００６２】
　図４においては、Ｘ線透視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、１０２ＸおよびＤＲＲ画像１００
Ｄ、１０１Ｄ、１０２Ｄに対して重畳表示された特定部位の領域を表す投影領域を符号Ｃ
ＴＶで示している。なお、この図においては、説明の便宜上ＣＴＶを円形で表示している
が、実際には、ＣＴＶは被検者の特定部位Ｃの形状に相似した形状となっている。
【００６３】
　なお、ＤＲＲ画像１００Ｄ、１０１Ｄ、１０２Ｄや特定部位Ｃの領域としては、Ｘ線透
視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、１０２Ｘと位相の対応をとって、最も近い位相のものを表示
する。この位相の同期をとるときには、例えば、被検者の胸部から腹部の動きをカメラや
圧力センサなどで監視する外部機器からの信号を利用することができる。また、画像の一
致度から最も近い位相を選択してもよく、オペレータが手動で選択するようにしてもよい
。
【００６４】
　なお、Ｘ線透視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、１０２ＸとＤＲＲ画像１００Ｄ、１０１Ｄ、
１０２Ｄとは、必ずしも同時に並列して表示される必要はなく、それらを交互に表示して
もよい。要するに、選択された特定部位Ｃの位置が適切であるか否かが判断できる表示形
態であればよい。
【００６５】
　テンプレート作成工程（ステップＳ７）においては、Ｘ線透視画像１００Ｘ、１０１Ｘ
、１０２Ｘにおいて選択された特定部位Ｃを含む領域に対して、トリミングが実行される
。図４に示すトリミング後の画像１０５、１０６、１０７の各々が、マルチテンプレート
マッチングに使用されるテンプレートとして選択される。このテンプレートは、図２に示
す記憶部４１に記憶される。なお、これらの画像１０５、１０６、１０７を、次回の治療
以降に機械学習用の正解画像として使用してもよい。同様に、Ｘ線透視画像１００Ｘ、１
０１Ｘ、１０２Ｘの各々は、選択されたテンプレート１０５、１０６、１０７の位置を避
けた上で、次回の治療以降に機械学習用の不正解画像として使用してもよい。
【００６６】
　以上のように、識別器作成工程（ステップＳ５）、テンプレート領域設定工程（ステッ
プＳ６）およびテンプレート作成工程（ステップＳ７）を実行する過程において、特定部
位投影部３７により作成した特定部位Ｃの領域を表す投影領域を重畳したＸ線透視画像１
００Ｘ、１０１Ｘ、１０２Ｘとともに、特定部位投影部３７により作成した特定部位Ｃの
領域を表す投影領域を重畳したＤＲＲ画像１００Ｄ、１０１Ｄ、１０２Ｄが表示される。
オペレータは、これらのＸ線透視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、１０２ＸおよびＤＲＲ画像１
００Ｄ、１０１Ｄ、１０２Ｄを見比べることが可能となる。これにより、Ｘ線透視画像１
００Ｘ、１０１Ｘ、１０２Ｘにおける特定部位Ｃの視認性が低い場合であっても、選択さ
れた特定部位Ｃの位置が適切であるか確実に判断することが可能となる。
【００６７】
　そして、上述した識別器作成工程（ステップＳ５）、テンプレート領域設定工程（ステ
ップＳ６）およびテンプレート作成工程（ステップＳ７）は、機械学習により自動的に実
行することが可能となる。このため、放射線治療の直前にオペレータが手動でテンプレー
トを選択する場合のように、被検者を時間的に拘束することなく、また、放射線治療のス
ループットを向上させることが可能となる。目視による確認を行うため、機械学習による
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選択は必ずしもリアルタイムである必要はなく、位置精度を重視した計算コストの大きな
アルゴリズムも使用することが可能となる。
【００６８】
　なお、上述した実施形態においては、Ｘ線透視画像作成部３２により作成されたＸ線透
視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、１０２Ｘに対して機械学習を実行することにより、テンプレ
ート領域を選択する構成を採用しているが、Ｘ線透視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、１０２Ｘ
にかえて、ＤＲＲ画像作成部３１により４次元ＣＴ画像データに基づいて作成された、特
定部位を含むＤＲＲ画像１００Ｄ、１０１Ｄ、１０２Ｄに対して機械学習を実行すること
により、テンプレート領域を選択する構成を採用してもよい。
【００６９】
　また、上述した実施形態においては、機械学習によりテンプレート領域を設定する構成
を採用しているが、オペレータがＸ線透視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、１０２Ｘから特定部
位Ｃ部分をトリミングするようにしてもよい。また、このようにオペレータがトリミング
を行うかわりに、治療計画に用いる４次元ＣＴデータにおける特定部位Ｃの位置から、各
位相の特定部位Ｃの投影位置を取得し、Ｘ線透視画像１００Ｘ、１０１Ｘ、１０２Ｘと４
次元ＣＴデータとの対応関係から、特定部位Ｃの位置を認識して自動的にトリミングを実
行するようにしてもよい。さらに、４次元ＣＴデータを利用して特定部位Ｃのおおよその
位置を取得し、オペレータがこれを修正するようにしてもよい。
【００７０】
　以上の準備工程が完了すれば、被検者を、再度、検診台２９上に載置し、この発明に係
るＸ線透視装置によりＸ線透視による動体追跡を実行する（ステップＳ８）。このＸ線透
視は、例えば３０ｆｐｓ（ｆｒａｍｅ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ）程度の、所定のフレーム
レートで実行される。そして、所定のフレームレートで取得された複数のＸ線透視画像に
対して、テンプレート作成工程（ステップＳ７）で作成され、図２に示す記憶部４１に記
憶された複数のテンプレートを利用してマルチテンプレートマッチングを実行することに
より、特定部位Ｃの位置を検出する（ステップＳ９）。
【００７１】
　このマルチテンプレートマッチングでは、例えば、Ｘ線透視画像をサーチし、そのサー
チ領域の画像と記憶部４１に記憶されている複数のテンプレート画像と比較して、その類
似性を求め、類似度が所定の閾値以上の位置を特定部位Ｃの位置と判定する。このテンプ
レートマッチングによる特定部位Ｃの位置の検出は、Ｘ線透視のフレームレートと一致す
るタイミングで実行される。
【００７２】
　図５は、このときのＸ線透視画像の模式図である。また、図６は、図５に示すＸ線透視
画像と同位相のＤＲＲ画像の模式図である。
【００７３】
　このテンプレートマッチング時においては、治療ビームを照射する前に、オペレータは
正しく追跡が行われているか否かの確認を目視により行う。
【００７４】
　このときには、図５に示すように、図２に示す画像表示部３９が、Ｘ線透視画像に対し
て、治療ビームの照射領域を表す投影領域を、表示部４２に表示する（ステップＳ１０）
。このような照射領域は、例えば、計画標的体積ＰＴＶ（Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ｔａｒｇｅ
ｔ　Ｖｏｌｕｍｅ）である。この計画標的体積ＰＴＶは、治療計画に登録されている。そ
して、図２に示す照射領域投影部３６は、第１Ｘ線管１１ａと第１フラットパネルディテ
クタ２１ａとからなる第１Ｘ線撮影系と、第２Ｘ線管１１ｂと第２フラットパネルディテ
クタ２１ｂとからなる第２Ｘ線撮影系との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を
行うことにより、Ｘ線透視画像上に投影すべき領域を計算する。そして、重畳部３８はこ
の領域をＸ線透視画像上に重畳する。画像表示部３９は、Ｘ線透視画像上に重畳された投
影領域の輪郭を、Ｘ線透視画像とともに、図２に示す表示部４２に表示する。この投影領
域は、図５において符号ＰＴＶを付した一点鎖線で図示されている。なお、表示部４２に
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表示される実際のＸ線透視画像上においては、この投影領域ＰＴＶは特定の色からなる線
で表示される。
【００７５】
　また、同様に、図５に示すように、図２に示す画像表示部３９が、Ｘ線透視画像に対し
て、特定部位Ｃの領域を表す投影領域を、表示部４２に表示する（ステップＳ１０）。こ
の特定部位Ｃの領域としては、例えば、上述した臨床標的体積ＣＴＶである。この臨床標
的体積ＣＴＶは、上述したように、治療計画に登録されている。そして、図２に示す特定
部位投影部３７は、第１Ｘ線管１１ａと第１フラットパネルディテクタ２１ａとからなる
第１Ｘ線撮影系と、第２Ｘ線管１１ｂと第２フラットパネルディテクタ２１ｂとからなる
第２Ｘ線撮影系との幾何学的透視条件を模擬した仮想的透視投影を行うことにより、Ｘ線
透視画像上に投影すべき領域を計算する。そして、重畳部３８はこの領域を、Ｘ線透視画
像に対して、Ｘ線透視画像に基づいて位置検出部３５により検出した特定部位の位置に重
畳する。画像表示部３９は、Ｘ線透視画像上に重畳された投影領域の輪郭を、Ｘ線透視画
像とともに、図２に示す表示部４２に表示する。この投影領域は、図５において符号ＣＴ
Ｖを付した実線で図示されている。なお、表示部４２に表示される実際のＸ線透視画像上
においては、この投影領域ＣＴＶは、上述したＰＴＶとは異なる特定の色からなる線で表
示される。
【００７６】
　なお、図５においては、テンプレートの領域を示す矩形状の領域が、符号Ｔｅｍｐｌａ
ｔｅを付した破線で図示されている。表示部４２に表示される実際のＸ線透視画像上にお
いては、この領域Ｔｅｍｐｌａｔｅは、ＣＴＶやＰＴＶとは異なる特定の色からなる線で
表示される。
【００７７】
　また、図６に示すように、画像表示部３９は、Ｘ線透視画像の場合と同様に、ＤＲＲ画
像作成部３１により作成されたＤＲＲ画像に対して、治療ビームの照射領域を表す投影領
域ＣＴＶを表示部４２に表示する。オペレータは、表示部４２に表示されたＸ線透視画像
とＤＲＲ画像とを比較することにより、被検者の特定部位Ｃの追跡が適切に実行されてい
るか否かを確認することができる。
【００７８】
　なお、図５および図６においては、説明の便宜上、ＣＴＶおよびＰＴＶを円形で示して
いるが、実際には、ＣＴＶおよびＰＴＶは、被検者の特定部位Ｃの形状に相似した形状と
なっている。
【００７９】
　しかる後、放射線治療を開始する（ステップＳ１１）。このときには、重畳部３８によ
りＸ線透視画像における被検者の特定部位Ｃの位置に重畳された特定部位Ｃの領域を表す
投影領域ＣＴＶが、重畳部３８によりＸ線透視画像に重畳された治療ビームの照射領域を
表す投影領域ＰＴＶ内に配置されたときに、図２に示すゲーティング部４０が、放射線照
射装置９０に対して治療ビームの照射信号を送信する。これにより、放射線照射装置９０
のゲーティングがＯＮとなって、放射線照射装置９０におけるヘッド９３から被検者に対
して治療ビームが照射される。この特定部位Ｃの位置の検出と治療ビームの線の照射とは
、治療が終了するまで繰り返される。
【００８０】
　この照射ビームの照射による治療中においても、オペレータは、表示部４２に表示され
たＸ線透視画像とＤＲＲ画像とを比較することにより、被検者の特定部位Ｃの追跡が適切
であるかを常に監視する。このとき、特定部位Ｃの領域を表す投影領域ＣＴＶが治療ビー
ムの照射領域を表す投影領域ＰＴＶ内に配置されたときに、ランプ等を点灯させ、また、
音を発して、これをオペレータに通知するようにしてもよい。
【００８１】
　なお、ＤＲＲ画像作成部３１により作成されたＤＲＲ画像の位相と、Ｘ線透視画像作成
部３２により作成されたＸ線透視画像の位相（すなわち、特定部位Ｃの画像の位相）とは
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択するようにすればよい。このときの位相同期は、被検者の胸部から腹部の動きをカメラ
や圧力センサなどで監視する外部機器からの信号を利用すればよい。また、画像の一致度
から最も近い位相を選択してもよい。
【００８２】
　なお、上述した実施形態においては、複数のテンプレートを使用したテンプレートマッ
チングにより被検者の特定部位Ｃの位置を追跡する構成を採用しているが、機械学習によ
る識別により被検者の特定部位Ｃの位置を追跡する構成を採用してもよい。
【符号の説明】
【００８３】
　１１ａ　　　第１Ｘ線管
　１１ｂ　　　第２Ｘ線管
　２１ａ　　　第１フラットパネルディテクタ
　２１ｂ　　　第２フラットパネルディテクタ
　２９　　　　検診台
　３０　　　　制御部
　３１　　　　ＤＲＲ画像作成部
　３２　　　　Ｘ線透視画像作成部
　３３　　　　テンプレート領域選択部
　３４　　　　テンプレート作成部
　３５　　　　位置検出部
　３６　　　　照射領域投影部
　３７　　　　特定部位投影部
　３８　　　　重畳部
　３９　　　　画像表示部
　４０　　　　ゲーティング部
　４１　　　　記憶部
　４２　　　　表示部
　９０　　　　放射線照射装置
　９９　　　　治療計画装置
　Ｃ　　　　　特定部位
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